
 

大阪市乳児等通園支援事業認可等要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和 22年法律第 164号。以下「法」という。）第 34条

の 15第２項の規定に基づく乳児等通園支援事業の認可及び認可内容の変更等について、法、

児童福祉法施行規則（昭和 23年厚生省令第 11号）に定めるほか、手続その他必要な事項

を定める。 

 

（公募） 

第２条 市長は、乳児等通園支援事業の認可に伴い、子ども・子育て支援法第 61条第１項の

規定により本市が定める市町村子ども・子育て支援事業計画の達成に及ぼす影響を的確に

把握するため、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者について、期間を定めて公

募するとともに、認可を受けようとする乳児等通園支援事業の内容について、大阪市児童

福祉審議会保育事業設置運営予定者審査部会の意見を聴くとともに、その結果を当該事業

者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の審査部会への意見聴取において適格とされた事業者を、事業運営にかか

る予定者（以下、「事業運営予定者」という。）として選定するものとする。 

３ 市長が認可した保育所、認定こども園、家庭的保育事業等（以下「認可保育所等」とい

う。）において、当該認可保育所等を運営している事業者が当該認可保育所等と同じ施設・

歳児で乳児等通園支援事業を実施しようとする場合は、第１項の意見聴取手続きを省略で

きるものとする。この場合、市長は、当該事業者を事業運営予定者として選定するものと

する。 

４ 前項に該当し、第１項の意見聴取手続きを省略できる場合であっても、整備にかかる補

助を申請する場合は、省略することができないものとする。 

 

（新規認可） 

第３条 乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者（事業運営予定者含む。）は、「乳

児等通園支援事業認可申請書」（様式乳第１号）に必要書類を添付したうえで、市長へ提

出するものとする。 

２ 市長は、前項の申請を受け、法第 34条の 15第２項の認可をしようとするときは、大阪

市児童福祉審議会運営要綱に定めるところにより、大阪市児童福祉審議会の意見を聴くも

のとする。 

３ 市長は、前項の意見聴取を経て、法第 34条の 15第２項の認可をする場合は、「乳児等

通園支援事業の認可について」（様式乳第２号）により乳児等通園支援事業の認可を受け

ようとする者（事業運営予定者含む。）に通知するものとする。 

４ 市長は、第１項の申請を受け、法第 34条の 15第２項の認可をしない場合は、理由を付

したうえで「乳児等通園支援事業の不認可について」（様式乳第２号）により乳児等通園

支援事業の認可を受けようとする者（事業運営予定者含む。）に通知するものとする。 

  

（社会福祉法人等以外の者に対する認可） 



第４条 市長は、社会福祉法人等以外の者に対して乳児等通園支援事業の認可を行う場合、

以下の条件を付すこととする。 

 (1) 法第 34条の 16第１項の基準を維持するために、事業者に対して必要な報告を求めた

場合には、これに応じること。 

 (2) 収支計算書又は損益計算書においては、乳児等通園支援事業を経営する事業に係る区

分を設けること。 

 (3) 企業会計の基準による会計処理を行っている者は、(2)に定める区分ごとに、企業会

計の基準による貸借対照表（流動資産及び流動負債のみを記載）、及び別表１の借入

金明細書、及び別表２の基本財産及びその他の固定資産（有形固定資産）の明細書を

作成すること。 

 (4) 毎会計年度終了後３か月以内に、次に掲げる書類に、乳児等通園支援事業を経営する

事業に係る現況報告書を添付して、市長に対して提出すること。 

  ア 前会計年度末における貸借対照表、前会計年度の収支計算書又は損益計算書など会

計に関し本市が必要と認める書類 

  イ 企業会計の基準による会計処理を行っている者は、乳児等通園支援事業を経営する

事業に係る前会計年度末における企業会計の基準による貸借対照表（流動資産及び流

動負債のみを記載）、別表１の借入金明細書、別表２の基本財産及びその他の固定資

産（有形固定資産）の明細書 

２ 個人において確定申告を行っている場合及び企業の会計の基準による会計処理を行って

いる場合において、会計期間が一年に満たない又は、会計期間が４月１日から３月 31日で

はないときは、４月１日から３月 31日を会計期間として貸借対照表等を作成すること。な

お、法人については、必ず月次試算表を作成するとともに、各事業主体における議決機関

の承認を受けること。 

 

（休廃止の届出及び申請） 

第５条 事業者（法第 34条の 15第２項の認可（乳児等通園支援事業に係る認可に限る。）

を受けた事業者をいう。以下同じ。）が法第 34条の 15第７項の規定に基づき、乳児等通

園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止し、又は休止しようとする日の

３か月前までにその時期や利用している児童の継続調整について市長と協議を開始するこ

と。また、社会福祉法人については、合わせて当該法人所轄庁と協議すること。協議合意

後、事業者は、廃止、又は休止しようとする 30日前までに、「乳児等通園支援事業（休止・

廃止）申請書」（様式乳第３号）に必要書類を添付し、市長へ提出すること。 

２ 市長は、前項の申請を受け、廃止又は休止の承認をするときは「乳児等通園支援事業（休

止・廃止）の承認について」（様式乳第４号）により事業者に通知するものとする。 

 

（事業者の変更） 

第６条 事業者の変更にあたっては原則、第３条第１項及び第４条の手続を経た後、「乳児

等通園支援事業廃止申請書」（様式乳第３号）及び「乳児等通園支援事業認可申請書」（様

式乳第１号）に必要書類を添付し、市長へ提出することにより行う。ただし、乳児等通園

支援事業を運営している事業者が発起人として設立時発行株式の全部を引き受ける方法に

より設立した会社であって、発起人に、運営している乳児等通園支援事業の事業者以外を



含まない会社への事業譲渡による場合及び株式会社において完全子会社の吸収合併を行う

場合及び完全子会社を設立する場合、第３条第１項の手続は不要とすることができるが、

市長への事前協議を変更予定日から起算して３か月以上前に行い、以下の要件を満たすこ

と。 

(1) 事業の譲渡先となる会社について、大阪市乳児等通園支援事業の認可に関する審   

査基準（以下「審査基準」という。）第４条から第６条に掲げる基準を満たすこと。 

(2) ただし書きの発起人が会社である場合については、完全子会社とすること。 

(3) ただし書きの発起人たる個人事業主が複数ある場合、各発起人は事業規模等に応じた 

株式数とすること。なお、議決権の異なる取扱いや制限を行わないこと。また、株式会 

社においては、特別議決を単独で成立できる株主がいないこと。 

(4) 事業者の変更に伴う認可申請を行う際には、「乳児等通園支援事業認可申請書」（様

式乳第１号）のほか以下に掲げる書類の提出を行うこと。 

ア 「事業者の変更に伴う資産の移転に係る計画の提出について」（様式乳第５号） 

イ 「事業者の変更に伴う資産の移転の完了について」（様式乳第６号）（ただし、本 

 書類は認可後、資産移転が完了した時点で速やかに提出すること。） 

 

（変更の届出） 

第７条 事業者は、次に掲げる事項について変更がある場合は、「乳児等通園支援事業認可

内容変更届出書」（様式乳第７－１号）に必要書類を添付し、変更のあった日から起算し

て１か月以内に市長へ提出すること。 

 (1) 主たる事務所の所在地・連絡先 

 (2) 定款・寄附行為その他の規約 

２ 事業者は、次に掲げる事項について変更がある場合は、事前に市長と協議を行うこと。

協議後、「乳児等通園支援事業認可内容変更届出書」（様式乳第７－２号）に必要書類を

添付し、変更前に市長へ提出すること。ただし、事業所の所在地を変更する場合は、第７

条第１項の手続を経るものとする。 

(1) 事業所の名称 

 (2) 事業所の種類 

 (3) 事業所の所在地 

 (4) 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面 

 (5) 敷地面積（所有形態、使用方法を変更する場合も含む） 

 (6) 認可定員（年齢構成を含む） 

 (7) 運営規程（開園時間及び食事の提供方法を含む。） 

 (8) 経営の責任者（新たな責任者の氏名、生年月日、住所、職名及び経歴） 

 (9) 役員（新たな役員の氏名、生年月日、住所、職名及び経歴） 

３ 管理者（福祉の実務に当たる幹部職員を含む。）を変更する場合は、事業者が「管理者

変更（配置）届出書」（様式乳第８号）に必要書類を添付し、変更前に市長へ提出するこ

と。 

４ 市長は、第１項及び第２項で定める届出を受理した場合は、「乳児等通園支援事業認可

内容変更届出書の受理について」（様式乳第９号）により事業者へ通知することとする。 



５ 市長は、第３項で定める届出を受理した場合は、「管理者変更（配置）届出書の受理に

ついて」（様式乳第 10号）により事業者へ通知することとする。 

 

（運営委員会の設置・開催について） 

第８条 審査基準第６条第２号において規定する社会福祉事業について知識経験を有する者、 

保育サービスの利用者（これに準ずる者を含む。）及び実務を担当する幹部職員を含む運 

営委員会（以下、「運営委員会」という。）の設置・運営については、次の各号に定める 

ところによる。 

(1) 運営委員会を設置した場合には、原則として、これを諮問機関とする。 

(2) 当該事業の事業者における役職員が運営委員総数の過半数を超えてはならないこと。 

(3) 社会福祉事業について知識経験を有する者、保育サービスの利用者（これに準ずる者 

を含む。）及び実務を担当する幹部職員を運営委員会の委員に加えること。「社会福祉 

事業について知識経験を有する者」とは、社会福祉に関する教育を行う者、社会福祉に 

関する研究を行う者、社会福祉事業又は社会福祉関係の行政に従事した経験を持つ者、 

公認会計士、税理士、弁護士等社会福祉事業の経営を行う上で必要かつ有益な専門知識 

を有する者をいう。法 34条の 15第３項第３号に定める「実務を担当する幹部職員が社 

会福祉事業に関する知識又は経験を有すること」とは、審査基準第６条に該当するもの 

である。 

２ 運営委員会については、少なくとも年１回以上開催することとし、次の各号に定める内 

容の審議及び報告を行うこと。 

(1) 管理者の任免及びその他重要な人事 

(2) 運営規程、重要事項説明書、利用契約内容の変更 

(3) 全体的な計画の報告 

(4) 保育中の事故等についての報告 

(5) 利用者からの意見及び苦情についての報告 

(6) 保育に関する新たな事業の経営又は受託の報告 

(7) 各事業所における予算及び決算の報告 

３ 運営委員会の実施においては、議事録を作成することとし、その内容について利用者へ 

周知すること。運営委員会において作成する議事録に記載すべき内容については、次の各 

号に定めるところによる。 

(1) 開催年月日・時刻 

(2) 開催場所 

(3) 運営委員会委員総数及び出席委員数 

(4) 出席委員氏名、欠席委員氏名 

(5) 定足数の確認 

(6) 議長及び議事録署名人の選任に関する事項 

(7) 議案議事案件（提出議案資料を添付のこと） 

(8) 議案に関する発言内容（議事の経過及びその結果を記録） 

(9) 報告事項（提出説明資料を添付のこと） 

(10) 委員長及び議事録署名人の署名又は記名押印、署名年月日 

４ 運営委員会については、過半数の出席をもって成立することとし、書面による議決への 



参加は認めない。また、必ず保育サービスの利用者（これに準ずる者を含む。）が参加し 

ていること。 

５ 運営委員会での審議及び報告については、議事録の掲示等により利用者へ周知しなけれ 

ばならない。 

 

附則 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別表１）借入金明細書 

 

区
分 帳簿

価格

地番
又は
内容

種類

使途

担保資産

返済
期限利息

補助金
収入

期首
残高
①

当期
借入金
②

当期
償還額
③ 当期

支出額

利率
（％）

元金
償還
補助金

支払利息

差引期末残高
④＝①＋②－③

（うち１年以内償還予定額）

借入先 区分

　（　　　　　　　　　）

　（　　　　　　　　　）

　（　　　　　　　　　）

　（　　　　　　　　　）

　（　　　　　　　　　）

　（　　　　　　　　　）

　（　　　　　　　　　）

　（　　　　　　　　　）

　（　　　　　　　　　）

　（　　　　　　　　　）

　（　　　　　　　　　）

　（　　　　　　　　　）

　（　　　　　　　　　）

設
備
資
金
借
入
金

計

長
期

運
営
資
金
借
入
金 計

合計  

 

（別表２）基本財産及びその他の固定資産（有形固定資産）の明細書 

 

概要
期末取得原価
（Ｇ＝Ｅ＋

Ｆ）

減価償却累計額

（Ｆ）

期末帳簿価額

（Ｅ＝Ａ＋Ｂ
－Ｃ－Ｄ）

当期減少額
（Ｄ）

当期減価償却額

（Ｃ）
当期増加額

（Ｂ
期首帳簿価額

（Ａ）
資産の種類及び

名称

基本財産
（有形固定資産）

土地

建物

基本財産合計

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

その他の固定資産（有
形固定資産）合計

基本財産及びその他の
固定資産（有形固定資

産）計

差引

将来入金予定の
償還補助金の額

その他の固定資産
（有形固定資産）

土地

建物

車輌運搬費

○○○

 

 


